
平成20年3月21日

司法書士無料相談

3月29日（土）

「サービス残業等労働トラブル1 1
．
0番」

実施します

～励法書土が鷹会末払61ノブサーどズ蹴など

違法な労働実態の芦を暦き、法汐燃た導’ぎまチ～

京都　司法書士会

　本年3月1日労働契約法が施行されました。また、4月1日からは短時間労働者の雇用

管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）の改正法が施行されることになってい

ます。これを機に、京都司法書士会では、働く人々の抱える職場内や会杜とのトラブルに

関する無料相談会を以下の通り開催いたします。

　長時間労働を強いられながら残業代がつかなかったり、賃金の未払い、解雇などに対し、

働く人々の権利の保護・救済に寄与したいと考えます。
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相談方法

相談料

電　話

相談例

平成20年3月29日（土曜日）電話10時～16時

　　　　　　　　　　　　　　　面談12時～16時

京都　司法書士会会館

電話相談・面談相談（いずれも予約不要）

無料

075－211－4981（当日相談時間帯のみ）
職場の休日行事に参加しても代休もないし残業代も出ない。賃金

が3ヶ月支払われていない。



　平成18年度における全国の総合労働相談センターに寄せられた総合労働相談件数は9

4万6千件を超えており、毎年大幅に増加しています。

　労働トラブルには、一方が賃金によって生活を立てる労働者であり、他方は労働者に賃

金を支払い、指揮監督する使用者であることから、後者が前者に対して優越的な地位を有

する潜在的な対立構造が存在します。

　したがって、両者の間には、情報の格差や交渉力の格差などが生じ、労働者は交渉段階

から不利な状況におかれることが多く、経済的にも精神的にも不安定な状況におかれるこ

とが多くなると考えられます。

▽▼▽

　司法書士は簡易裁判所における民事訴訟の代理権をもち、従来から、賃金・退職金の未

払いや、アルバイト代金の支払請求など、労働関係の法律相談を受けたり、これらの紛争

の解決にあたってきました。

　そこで、今般「労働契約法」の施行を機に、賃金未払いなどの労働トラブルはもとより、

解雇など無料で相談に応ずるため相談会を開催するものです。

　司法書±は「市民にもっとも身近な法律家」として、労働トラブルの相談を通じて市民

の権利擁護に貢献したいと考えます。
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